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 平成 17年 4月 1日より、雇
用保険の料率が改定された。ま

た、厚生年金保険料も昨年 10
月分から保険料率が変わり、毎

年引き上げられる仕組みにな

っており、平成 17 年も 9 月分
から適用される。変更内容をチ

ェックしていただきたい。 
 
雇用保険料率は 1000 分の 2
引き上げ 
 雇用保険の料率は 4月 1日か
ら 1000分の 2引き上げられた。
その結果、一般の事業の保険料

率は全体で 19.5/1000となり、
こ の う ち 事 業 主 負 担 は

11.5/1000 、 従 業 員 負 担 は
8/1000となった。 
 3 月 31 日までに支払った報
酬については今までの制度（一

般保険額表・以後廃止）で徴収

するが、4月 1日以降支払った
報酬には賃金総額に上記の従

業員負担の保険料率を乗じて

得た額を徴収することになる。

したがって、一般的には 4月分
の給与計算から適用すること

になる。 
 また、平成 17 年度の労働保
険料年度更新では、確定保険料

の計算は旧保険料率で、概算保

険料の計算については変更後

の料率で計算する。このため、

保険料算定基礎額が同じでも、

保険料額は異なることになる

ので注意が必要だ。 
 なお、建設業では保険料率全

体で 22.5/1000、このうち事業
主負担は 13.5/1000、従業員負
担は 9/1000となる。 
 
厚生年金保険料率は 100 分の
3.54引き上げ 
 一方、厚生年金保険料は平成

16年 10月分から保険料率が毎
年 3.54/1000引き上げられてい
る。平成 17 年もこの引き上げ
が行われ、料率は 142.88/1000
となるが（労使折半）、その適

用は 9月分からとなっている。 
 原則どおり前月分の保険料

を当月分給与から控除してい

る場合には、10月分給与からの
控除となり、10月末までに新し
い料率での保険料を納付する

ことになる。適用は少し先のこ

とだが、あらかじめ変更に備え

ることも必要だろう。 
またこれとは別に、政府管掌

健康保険の介護保険料率も引

き上げられ、平成 17 年 3 月分
保険料から 1.25％（これまでは

1.1％）になる。これにより、40
歳から 64 歳までの介護保険第
2 号被保険者に該当する者の政
府管掌健康保険料率は、医療に

係る保険料（8.2％）と合わせて、
9.45％（これまでは 9.31％）と
なる。 
 適用については、原則どおり

前月分の保険料を当月分給与

から控除している場合には、4
月分給与から控除し、4 月末ま
でに新しい料率での保険料を

納付することになる。 
 なお、健康保険組合の保険料

率は、加入の健康保険組合によ

って異なるので、各組合に確認

する必要がある。 
 雇用保険や社会保険の引き

上げは会社にとっても従業員

にとっても少なからぬ影響を

及ぼすが、苦しい財政事情を考

えるとこれもやむを得ないと

いったところだろうか。 
 
 なお、これら雇用保険や社会

保険の料率の変更に関する質

問や相談は、会計事務所でも受

け付けているので、お問い合わ

せいただきたい。 
 

＜変わる保険料率にご注意を！＞ 

雇用保険は4月1日から、 

厚生年金保険は9月分から変更 
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